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質 疑 ・ 質 問



（ 公 印 省 略 ）

兵人委第 1148 号

令 和 ８ 年 ６ 月 ３ 日

兵 庫 県 議 会

議 長 山 口 晋 平 様

兵庫県人事委員会

委員長 大久保 和代

条例の制定に対する意見について

令和８年６月２日付け兵議第 1221 号で意見を求められた条例に対する本委員会の意見

は、下記のとおりです。

記

第 66号議案（職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例）

国家公務員の特殊勤務手当の取扱いに準じて災害応急作業等に係る特殊勤務手当の拡

充を行うものであることから、異議はありません。



本 会 議に お け る 質疑 ・ 質 問 に関 す る 申し 合 わ せ 事項

(令 和 ５ 年６ 月 ７ 日 議 会運 営 委 員 会確 認 )

１ 質 疑 ・ 質問 の 方 式

代 表 ・ 一 般 質 問 に お け る 質 疑 ・ 質 問 の 方 式 は 、 次 の

い ず れか か ら 選 択す る 。

⑴ 一 括 質 問 ・ 一 括 答 弁 方 式 （ 以 下 「 一 括 方 式 」 と い

う 。 ）

質 疑・質 問 者（ 以 下「 質 問 者 」と い う 。）が 質 疑 ・

質 問 を す べ て 一 括 し て 行 い 、 質 疑 ・ 質 問 が 終 了 し た

後 、 答弁 者 が 一 括し て 答 弁 する 。

⑵ 一 問 一 答 方式

ア 質 問 者 が 一 問 ご と に 質 疑 ・ 質 問 を 行 い 、 そ の 都

度 答 弁 者 が 答 弁 し 、 質 疑 ・ 質 問 と 答 弁 を 交 互 に 行

う。

イ 質 問 者 は 、 会 議 規 則 第 5 1条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 一 問 ご と に 議 長 の 発 言 の 許 可 を 得 な け れ ば な

ら な い。

な お 、 再質 疑 ・ 再 質問 に つ いて も 同 様 とす る 。

⑶ 分 割 質 問 ・ 分 割 答 弁 方 式 （ 以 下 「 分 割 方 式 」 と い

う 。 ）

ア 質 問 者 が複 数 の 質 疑・質 問 を 一括 り に し て行 い 、

そ の 後 、 答 弁 者 が 当 該 質 疑 ・ 質 問 に 対 し て 答 弁 を

行 い 、以 下 、 同 様の 手 順 を 繰り 返 す 。

イ 質 問 者 は 、 会 議 規 則 第 5 1条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 一 括 り に し た 質 疑 ・ 質 問 ご と に 議 長 の 発 言 の

許 可 を得 な け れ ばな ら な い 。

な お 、 再質 疑 ・ 再 質問 に つ いて も 同 様 とす る 。

２ 再 質 疑 ・再 質 問

⑴ 時 間

再 質 疑 ・ 再 質 問 は 、 「 ８ 質 疑 ・ 質 問 の 時 間 」 又

は 議 会 運 営 委 員 会 で 決 定 す る 各 議 員 の 質 疑 ・ 質 問 時

間 を 超え た 場 合 は、 行 う こ とが で き ない 。

⑵ 内 容



再 質 疑 ・ 再 質 問 は 、 会 議 規 則 第 5 2条 及 び 第 6 2条に

基 づ き 、 あ ら か じ め 議 長 に 提 出 し た 発 言 通 告 書 に 記

載 し た 事 項 の 範 囲 内 で 行 う こ と と し 、 質 疑 ・ 質 問 と

関 連 する 内 容 で なけ れ ば な らな い 。

⑶ 留 意 点

ア 再 質 疑・再 質 問 は 、答 弁 が 不 明 確又 は 不 十 分で あ

っ た 場合 に 行 う もの で あ り、質 問 者 は、質 疑・質 問

の 要 旨を 逸 脱 し て再 質 疑・再 質 問 を行 う こ と のな い

よ う 留意 す る も のと す る 。

イ 再 質 疑・再 質 問を 行 う 場 合に は 、発 言 の最 初 に 、

再 質 疑 ・ 再 質 問 の 対 象 と な る 質 疑 ・ 質 問 項 目 と 再

質 疑 ・再 質 問 を 行う 旨 を 必 ず明 ら か にす る 。

な お 、答 弁 に対 す る 簡 単な 意 見 表 明（ コ メ ント ）

を 行 う 場 合 に も 、 発 言 の 最 初 に 、 そ の 旨 を 明 ら か

に す る。

ウ 一 問 一 答 方 式 に よ る 再 質 疑 ・ 再 質 問 は 、 一 つ の

質 疑 ・ 質 問 項 目 に 対 す る 答 弁 が 終 了 し た 際 に 行 う

こ と とし 、次 の 質 疑・質 問 項 目 に移 っ た 場合 に は 、

さ か の ぼ っ て 前 の 項 目 に 対 す る 再 質 疑 ・ 再 質 問 を

行 う こと は で き ない 。

エ 分 割 方 式 に よ る 再 質 疑 ・ 再 質 問 は 、 一 括 り の 質

疑 ・ 質 問 項 目 に 対 す る 答 弁 が 終 了 し た 際 に 行 う こ

と と し 、 次 の 一 括 り の 質 疑 ・ 質 問 項 目 に 移 っ た 場

合 に は 、 さ か の ぼ っ て 前 の 一 括 り に し た 項 目 に 対

す る 再質 疑 ・ 再 質問 を 行 う こと は で きな い 。

オ 再質 疑・再 質問 は、質問 者 が 一 問 ご と に 再 質疑 ・

再 質 問 を 行 い 、 そ の 都 度 答 弁 者 が 再 答 弁 し 、 再 質

疑 ・ 再質 問 と 再 答弁 を 交 互 に行 う 。

カ 再 質 疑 ・再 質 問 につ い て 、 次の こ と は 慎む 。

① 通 告 書 に 記 載 し た 項 目 の 範 囲 内 と 考 え ら れ る

も の の 、最 初 に発 言 の あっ た 質 疑・質 問 の要 旨 と

は 明 らか に 関 係 のな い 再 質 疑・再 質 問 、詳 細 な 数

字 を 求め る 再 質 疑・ 再 質 問 。

② あ ら か じ め 準 備 し た 原 稿 を 読 み 上 げ る な ど セ

レ モ ニー 化 し た 再質 疑 ・ 再 質問 。



３ 発 言 通 告

⑴ 会 議 規 則 第 5 2条 及 び 第 6 2条 に 基 づ く 議 長 に 対 す る

発 言 の通 告 は 、発 言 通 告書 に よ り 質 疑・質 問 日 の前 々

日 の 午後 ５ 時 ま でに 行 う も のと す る 。

⑵ 発 言 通 告 書 に は 、 発 言 の 方 式 （ 一 括 ・ 分 割 ・ 一 問

一 答 方 式 ） を 明 ら か に す る と と も に 、 分 割 方 式 を 用

い る 場 合 に は 、 発 言 通 告 書 に 記 載 さ れ て い る 発 言 の

要 旨 欄に 分 割 す る箇 所 を 明 示す る も のと す る 。

４ 質 疑 ・ 質問 の 順 序

上 記 １ の い ず れ の 方 式 に お い て も 質 疑 ・ 質 問 は 、 発

言 通 告書 の 項 目 順に 行 う 。

５ 質 疑 ・ 質問 の 場 所

⑴ 一 括 方 式の 場 合

一 括 方式 を 選 択 した 質 問 者 は、質 疑・質 問 は 議席 か

ら 向 かっ て 正 面 の演 壇（ 以 下「 正 面の 演 壇 」と い う 。）

で 行 う。

答 弁（ 再 答弁 を 含 む ）の 聴 取 は、正 面 の演 壇 に 正 対

す る よう 設 置 さ れた 演 壇（ 以 下「 質 問 者用 の 演 壇 」と

い う 。）の 脇 に 設 けら れ た 待 機席 で 行 い、再 質 疑・再

質 問 は、 質 問 者 用の 演 壇 で 行う こ と を原 則 と す る。

⑵ 一 問 一 答 方式 及 び 分 割方 式 の 場合

一 問 一答 方 式 及 び分 割 方 式 を 選 択し た 質 問 者は 、第

１ 問 又は 最 初 の 一括 り の 質 疑・質 問 は 正面 の 演 壇 で行

い、以 降 の 答弁 の 聴 取及 び 質 疑・質 問（ 再 質 疑・再 質

問 を 含む ）は 、そ れ ぞ れ待 機 席 及 び質 問 者 用 の演 壇 を

使 用 して 行 う 。

６ 答 弁 の 場所 及 び 順序

⑴ す べ て の 答 弁 及 び 再 答 弁 は 正 面 の 演 壇 で 行 う 。 た

だ し 、知 事 及 び 副知 事 の 再 答弁 は 自 席で 行 う 。

⑵ 一 問 一 答 方 式 の 答 弁 順 序 に つ い て は 、 発 言 通 告 書

に 記 載し た 質 疑 ・質 問 項 目 の順 と す る 。



⑶ 分 割 方 式 の 答 弁 順 序 に つ い て は 、 一 括 り に し た 質

疑 ・ 質問 項 目 の 順と す る 。

な お 、 分 割 方 式 に お い て 、 一 括 り に し た 質 疑 ・ 質

問 項 目 の 中 の 答 弁 順 序 に つ い て は 、 一 括 方 式 の 答 弁

方 法 （従 来 の 方 法） を 用 い る。

７ 質 疑 ・ 質問 の 趣 旨確 認

⑴ 質 疑 ・ 質 問 に 対 し て 、 議 長 の 許 可 を 得 て 、 答 弁 に

必 要 な 範 囲 内 で 、 質 疑 ・ 質 問 の 趣 旨 を 確 認 す る た め

の 質 問 者 に 対 す る 発 言 を 知 事 等 に 認 め る こ と と す る 。

⑵ こ の 趣 旨 確 認 は 、 再 質 疑 ・ 再 質 問 以 降 の 質 疑 ・ 質

問 に 対し て も 行 うこ と が で きる 。

⑶ 知 事 等 の 趣 旨 確 認 の 発 言 時 間 は 、 質 問 者 の 質 疑 ・

質 問 時間 に 含 め る。

⑷ 知 事 及 び 副 知 事 の 趣 旨 確 認 の 発 言 を 除 き 、 趣 旨 確

認 の 発言 は 正 面 の 演 壇で 行 う 。

８ 質 疑 ・ 質問 の 時 間

質 疑 ・ 質 問 の 時 間 は 、 「 議 会 運 営 に 関 す る 申 合 せ 事

項 」 （ 昭 和 5 0年 ５ 月 2 2日 議 会 運 営 委 員 会 決 定 ） の と お

り 、 原 則 と し て 代 表 質 問 に あ っ て は 6 0分 （ 質 問 4 0分 、

答 弁 2 0分 ） 、 一 般 質 問 に あ っ て は 4 5分 （ 質 問 3 0分 、 答

弁 1 5分 ） を 目途 と す る。

９ 残 時 間 表示 器

議 場 内に 残 時 間 表示 器 を 設 置し 、 常 時使 用 す る 。

1 0 そ の 他

⑴ 質 問 者 及 び 答 弁 者 双 方 と も 、 質 疑 ・ 質 問 時 間 の 遵

守 に 最 大 限 努 め る と と も に 、 質 疑 ・ 質 問 及 び 答 弁 に

当 た っ て は 、 要 領 よ く 簡 潔 に 行 う よ う 努 め る も の と

す る 。

な お 、 一 問 一 答 方 式 及 び 分 割 方 式 を 選 択 し た 場 合

に は 、特 に 留 意 する も の と する 。

⑵ 質 疑 ・ 質 問 に 際 し て 、 感 謝 の 言 葉 や 歓 迎 の あ い さ



つ な ど 、 質 疑 ・ 質 問 と 関 係 の な い 冗 長 な 発 言 、 答 弁

に 対 する 感 謝 の 言葉 は 慎 む もの と す る。

な お 、 質 疑 ・ 質 問 及 び 答 弁 の 流 れ を 逸 脱 し な い 範

囲 で 、 質 疑 ・ 質 問 の 冒 頭 に お い て そ の 背 景 等 を 説 明

す る 発 言 、 答 弁 後 の 質 疑 ・ 質 問 に 関 連 し た 簡 潔 ・ 簡

明 な 意 見 表 明 （ コ メ ン ト ） は 、 良 識 の 範 囲 内 で 認 め

る。

⑶ 一 問 一 答 方式 に お け る答 弁 に おい て は 、答 弁 者 は、

質 問 者 の 発 言 内 容 を 繰 り 返 す こ と を 極 力 控 え る も の

と す る。

⑷ 質 疑 ・ 質 問 の 終 わ り 方 に つ い て は 、 質 疑 ・ 質 問 が

終 わ り で あ る こ と を 宣 告 す る 場 合 で も 会 議 規 則 第 5 1

条 の 規 定 に 基 づ き 、 議 長 に 発 言 の 許 可 を 得 て か ら 行

う。

⑸ 質 疑 ・ 質 問 の 運 用 状 況 を 踏 ま え 、 必 要 に 応 じ て 、

こ の 申し 合 わ せ の見 直 し を 行う 。


